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（１） 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を概ね 6 月に 1 回以上

開催するとともに、その結果について、職員へ周知徹底を図る。

（２） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

（３） 事業所に置いて、職員に対し、感染症予防及びまん延の防止のための研修及び訓

練を定期的に実施する。

（緊急時等における対応方法） 

第１０条 訪問介護員等は、指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、

その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じると

ともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の

必要な措置を講じるものとする。 

２  指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利

用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置

を講じるものとする。 

３  利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、

損害賠償を速やかに行うものとする。 

４ 事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発を防止する対策を講じる。 

（苦情処理） 

第１０条 指定訪問介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために

必要な措置を講じるものとする。 

２  事業所は、提供した指定訪問介護に関し、介護保険法第２３条の規定により市町

村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員から

の質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村か

ら指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うも

のとする。 

３  事業所は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保

険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導

又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとす

る。 

（個人情報の保護） 

第１１条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生

労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのた

めのガイドライン」等を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。 




